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被措置児童等は学校に通ったり、医療機関を利用するなど地域で生活を送って

います。このため、在宅の子どもと同じように、学校の関係者、地域福祉の関係

者、医療関係者等の関係者が常に連携を取りながらチームとして被措置児童等に

関わるようにし、チームの構成員として各々が適切な役割分担をしつつ、なすべ

きことをなすという認識の下に、対応することが重要です。 
また、都道府県や児童相談所、市町村、学校、医療関係者、児童家庭支援セン

ター、里親支援機関・児童委員など被措置児童等と関わる機会が多い関係者が定

期的に集まり、被措置児童等の権利擁護や虐待への対応等に関する研修やケース

スタディを実施すること、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域

協議会）の機会を利用して、被措置児童等虐待の防止や権利擁護に関しても協議

する機会を設けることなども必要です。関係者が普段から共通の認識を持ち、具

体的な取組が図れるように積極的な取組を進めることが重要です。 
  
  ＜被措置児童等虐待予防のための取組例＞ 

・ 研修を通じた子どもの権利についての施設職員等の意識向上 
・ 「子どもの権利ノート」の作成、配布 
・ 被措置児童等虐待について説明するための「しおり」などの作成、施設に入所

等している子どもの保護者や子どもへの説明、配布 
・ 被措置児童等を対象とした「子どもの権利ノート」を活用することなどによる

子どもの権利についての学習会の開催（年齢に応じた理解・周知の反復） 
・ 「子どもの権利ノート」に関するポスター掲示 
・ 「子どもの自治会」等の開催を通じた被措置児童等による主体的な取組や、「意

見箱」の設置など、子どもの意見を汲み取る仕組みづくり 
・ 困難事例への対応についてのケースカンファレンスの開催、専門家によるスー

パービジョン等施設職員の資質向上のための取り組み 
・ 児童相談所による定期訪問調査、その際の被措置児童等との面接 
・ ケアの孤立化・密室化の防止（複数体制の確保） 
・ 職員のメンタルヘルスに対する配慮 
・ 法人・施設や団体で定める倫理綱領、行動規範などについて、保護者や子ども

に説明する                            など 
 

＊ 滋賀県においては、全ての施設に対して、権利擁護委員会が年１回、施設の

自己評価に基づいて実地調査を行い、施設職員および子どもと意見交換を行っ

た後、子どもの権利の実態の評価を行うとともに、子どもの権利擁護に向けて

必要な助言指導を行う「滋賀県児童養護施設等の子どもの権利擁護事業」が実

施されています。 
      

特に被措置児童等の状態の変化などが発見のきっかけとなることから、児童相

談所や里親支援機関は平素から被措置児童等の状況を適時に把握することが必要

です。 
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